
■
納
付
方
法

次
の
３
つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

●
普
通
徴
収

各
納
期
限（
上
記
参

照
）ま
で
に
、
口
座
振
替
ま
た
は
金

融
機
関
な
ど
で
直
接
納
付

●
給
与
か
ら
の
特
別
徴
収

６
月
～

来
年
５
月
の
給
与
か
ら
引
き
落
と
し

●
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

４

月
１
日
時
点
で

歳
以
上
の
年
金
受

６５

給
者
は
、
公
的
年
金
所
得
に
係
る
市

県
民
税
を
公
的
年
金
か
ら
引
き
落
と
し

※
初
年
度
と
２
年
目
以
降
で
は
納
付

方
法
・
税
額
の
計
算
方
法
な
ど
が

異
な
り
ま
す
。（
左
表
参
照
）

■
市
県
民
税
が
課
税
さ
れ
な
い
人

市
県
民
税
に
は
、
所
得
に
応
じ
て

課
税
さ
れ
る「
所
得
割
」と
、
一
律
４

５
０
０
円
の「
均
等
割
」が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
市
県
民
税
が
課
税
さ
れ
な

い
人
に
は
、
納
税
通
知
書
を
送
付
し

ま
せ
ん
。

●
所
得
割
も
均
等
割
も
課
税
さ
れ
な

い
人

本
年
１
月
１
日
現
在
、
次
の

い
ず
れ
か
の
人

暫
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
生
活

扶
助
を
受
け
て
い
る

暫
障
害
者
、
未
成
年
者
、
寡
婦（
夫
）

で
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
１２５

万
円
以
下

●
均
等
割
が
課
税
さ
れ
な
い
人

次

の
い
ず
れ
か
の
人

暫
扶
養
親
族
が
い
な
い
人
は
、
前
年

の
合
計
所
得
金
額
が

万
円
以
下

３２

暫
扶
養
親
族
が
い
る
人
は
、
前
年
の

合
計
所
得
金
額
が
、

万
円
×

３２

（
１
＋
扶
養
親
族
数
）＋

万
９
０

１８

０
０
円
以
下

●
所
得
割
が
課
税
さ
れ
な
い
人

前

年
の
総
所
得
金
額
等
が
次
の
い
ず
れ

か
の
人

暫
扶
養
親
族
が
い
な
い
人
は
、

万
３５

円
以
下

暫
扶
養
親
族
が
い
る
人
は
、

万
円

３５

×（
１
＋
扶
養
親
族
数
）＋

万
円

３２

以
下

■
生
命
保
険
料
控
除
制
度
の
改
組

控
除
対
象
と
な
る
生
命
保
険
料
の

類
型
が
拡
充
さ
れ
ま
し
た
。
昨
年
１

月
１
日
以
降
に
締
結
し
た
生
命
保
険

契
約
な
ど
に
つ
い
て
、
新
制
度
の
生

命
保
険
料
控
除
が
適
用
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

市市県民市県民税税
のお知らのお知らせせ
市県民税（個人住民税）は、その年の１月１日現在、市内に住んでおり、前年中に所得があっ
た人に課税されます。課税される人に、６月中旬から納税通知書を発送しますので、各納期限
までに忘れずに納めてください。

■問諮市民税課
（緯〈７１〉２２１４）

公的年金の特別徴収税額
◆特別徴収開始年度

２月１２月１０月８月６月月
年金からの特別徴収

（引き落とし）
普通徴収（口座振替ま
たは直接納付）納付

年税額の１／６ずつ年税額の１／４ずつ税額
◆２年目以降

２月１２月１０月８月６月４月月
年金からの特別徴収（引き落とし）納付

年税額の残り１／３ずつ前年度２月と同額ずつ税額

今年度の納期限
第１期施７月１日捷 第２期施９月２日捷

第３期施１０月３１日昭 第４期施来年１月３１日晶
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●減免種類／対象者／対象税額／申請期限 下表のとおり
●申し込み 市民税県民税減免申請書を申請期限までに市民税課へ
※申請書は同課・市公式ウェブサイトで配布。

申請期限減額・免除の対象税額対象者減免種類

普通徴収の各納期限の
７日前まで
※第１期施６月２４日捷

第２期施８月２６日捷

第３期施１０月２４日昭

第４期施来年１月２４
日晶。

申請の日以降に納期が到
来する市県民税額の全額

本年１月２日以降に生活保護法の規定による保
護を受けている人
※本年１月１日現在、生活保護法の規定による
生活扶助受給者は今年度の市県民税は非課税。

生活保護減免

本年１月２日以降に亡くなり、昨年中の合計所
得金額が５００万円以下の人
※本年１月２日以降に死亡した場合は、家族に
納税通知書を送付。

死亡減免

賦課期日に勤労学生であり、昨年中の合計所得
金額が６５万円以下で、そのうち不動産所得など
自己の勤労によらない所得が１０万円以下の人

勤労学生減免

申請の日以降に納期が到
来する市県民税額の半額

昨年中の合計所得金額が５００万円以下であり、
病気・けが・会社都合などによる退職などで、
今年の所得が昨年の半分以下になると見込まれ
る単身世帯の人または扶養親族のある人

所得減少減免

災害の日から３０日以内被害に応じた規定の金額火災など災害の被害を受けた人災害減免

Q
私
は
夫
の
扶
養
家
族
に
な
っ
て
い
る
の

に
納
税
通
知
書
が
届
き
ま
し
た
。
ど
う

し
て
で
す
か
？

A
給
与
収
入

万
円（
所
得

万
円
）ま
で

１０３

３８

は
、
税
金
上
の
扶
養
に
入
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
し
か
し
、
市
県
民
税
は
税
金

上
の
扶
養
家
族
が
い
な
い
場
合
、
給
与

収
入

万
円（
所
得

万
円
）を
超
え
る

９７

３２

と
、
均
等
割
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

Q
今
年
３
月
に
退
職
し
て
、
現
在
無
職
で

す
。
所
得
が
無
い
の
に
市
県
民
税
の
納

税
通
知
書
が
届
き
ま
し
た
が
、
ど
う
し

て
で
す
か
？

Ａ
市
県
民
税
は
前
年（
１
月
～

月
）の
所

１２

得
に
対
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。
現
在
は

無
職
で
も
前
年
中
に
一
定
以
上
の
所
得

が
あ
れ
ば
、
課
税
さ
れ
ま
す
。
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Q
収
入
が
公
的
年
金
だ
け
な
の
に
、
納
税

通
知
書
の
所
得
欄
に「
雑
」と
書
い
て
あ

り
ま
す
が
、
こ
れ
は
何
で
す
か
？

Ａ
税
金
を
計
算
す
る
際
、
公
的
年
金
の
収

入
金
額
を「
所
得
」に
計
算
し
直
し
、

「
雑
所
得
」と
し
て
記
載
し
ま
す
。

「雑所得」は、公的年金の収入を所
得に計算し直したもの

市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
問
い
合
わ
せ
の

多
い
質
問
を
紹
介
し
ま
す
。


